
 

 

報道資料 

令和８年（２０２６年）３月１８日 

 

 

熊本市健全な森づくり推進計画中間見直し（素案）の策定に関する

パブリックコメント結果について 
 

 

熊本市健全な森づくり推進計画中間見直し（素案）に対するパブリックコメン

トの結果について、下記のとおり公表するもの。 

 

記 

 

 

意見募集期間     令和７年（２０２５年）１２月１５日（月） 

～令和８年（２０２６年）１月１３日（火） 

 

意見提出人数及び件数 ５人、１６件 

 

 意見募集結果公表期間 令和８年（２０２６年）３月２３日（月） 

～令和８年（２０２６年）４月２２日（水） 

 

公表する内容     提出された意見と、それに対する市の考え方 

 

公表方法       市政だよりでの案内、報道機関への情報提供、 

熊本市ホームページ掲載、 

            市役所みどり政策課・金峰森の駅みちくさ館・ 

立田山憩の森管理センター・ 

ヤマガラビレッジ（熊本市立金峰山自然の家） 

での縦覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

熊本市みどり政策課（３２８-２５２３） 

課長：吉田 香織（ヨシダ カオリ） 

担当：桐原 



番号 頁数 項目 ご意見等の内容 本市の考え方 対応内訳

1
計画案
P5

第１章
熊本市の森づくりの推
進方向
Ⅰ.1推進計画の対象と
する森林

「地域森林計画の民有林約4,346ha、これに含まれない放置竹林…」とあるが、放置竹林は民有
林たる里山の広葉樹林や針葉樹林へも侵入している。したがって、あたかも放置竹林の全てが約
4,346haに含まれていないと読める表現となっている。このため、「これに含まれない耕作放棄
地等に侵入して竹林化した放置竹林…」へ修正するのが適当である。

ご意見を踏まえ、対応いたします。
対応１
（補足修正）

2
計画案
p14

第１章
熊本市の森づくりの推
進方向
Ⅱ.1熊本市の森林の現
状

立田山頂の東屋建設や遊歩道の整備、池の水辺環境の改善により、立田山は年々親しみやすい快
適な環境へと変化していると感じている。お祭り広場周辺には丈夫なベンチが配置されており、
利用者としてありがたく思う。また、体力づくりのためにウォーキングを行うシニア層が増えて
いることから、遊歩道沿いに場所をとらず環境に調和する丸太椅子のような休憩用の設備が増え
ると、より利便性が高まり助かるのではないかと考える。

ご意見につきましては、施設や環境
を整備する際の参考とさせていただ
きます。

対応４
（事業参考）

3
計画案
p14

第１章
熊本市の森づくりの推
進方向
Ⅱ.1熊本市の森林の現
状

豊国台周辺は野鳥観察を楽しめるほか、立田山ヤエクチナシの自生地としての魅力を備えた癒し
の空間である。しかし、雑草によってヤエクチナシの碑が隠れて目立たないことや、トイレの外
観が古く見えることが残念である。

ご意見を参考に、現状を確認の上適
切に管理して参ります。

対応５
（その他）

4
計画案
p44

第１章
熊本市の森づくりの推
Ⅲ.1森づくりの方向性

「多様な樹種で構成される森林が自然生態系の営みによって健全に遷移する必要があります。」
との記述があるが、森林には自然の遷移に委ねるべき森林だけでなく、人の手入れによって維
持・管理されるべき森林が多く存在する。したがって、表現として適切なのは、「多様な樹種で
構成される森林が、自然生態系を基盤とした人の営みによって健全に循環する必要がある。」な
どへ修正するべきである。

ご意見を踏まえ、対応いたします。
対応１
（補足修正）

5
計画案
p46

第１章
熊本市の森づくりの推
Ⅲ.1森づくりの方向性

図28のめざす森林の姿にある「文化」「生物多様性保全」「保健・レクリエーション」の文字や
枠の色が見にくい状況である。

ご意見を踏まえ、対応いたします。 対応１
（補足修正）

6
計画案
p46

第１章
熊本市の森づくりの推
Ⅲ.1
森づくりの方向性

「快適環境形成機能」および「地球環境保全機能」は、すべての地区に共通する機能である。そ
のため、位置の調整と枠の色の変更を行ってはどうか。

図２８は地区ごとの重視する機能の
説明ではなく、森林の多面的機能を
わかりやすく示すことが趣旨ですの
で、現状のままとさせていただきた
いと思います。

対応３
（説明・理解）

7
概要版
p5

熊本市の森づくりの方
向性と推進方策

概要版の森林が有する多面的機能の高度発揮に関する記述には、「木材搬出が可能な場所では、
木材生産機能を推進し、適切な手入れにより、二酸化炭素吸収量の維持・拡大を図ります。」と
ある。しかし、適切な手入れは、木材生産機能を含む多面的機能の維持・発揮を主目的として行
われるものであり、その内容は二酸化炭素吸収量の維持・拡大に限定されるものではない。した
がって、「木材搬出が可能な場所では、木材生産機能を推進し、適切な手入れにより、水源かん
養機能をはじめとした多様な公益的機能の維持・発揮を図り、二酸化炭素吸収量の維持・拡大を
目指す。」などと記述することが適当である。このことから、素案において適切な手入れの主目
的が二酸化炭素吸収量の維持・拡大であるかのように読める記載がある場合には、趣旨に即した
表現へ修正願う。

ご意見を踏まえ、対応いたします。
対応１
（補足修正）

様式第2号 別紙

提出されたご意見とそれに対する本市の考え方



8
概要版
p6

目標値の設定

「今後も引き続き財源確保が課題であり」との記述があるが、熊本市が放置竹林対策を
最重要課題と位置づけるのであれば、森林環境譲与税を他事業より重点的に活用し、竹
林の拡大防止や整備を進めるべきである。したがって、今後は交付金とあわせて森林環
境譲与税を積極的に活用し、放置竹林対策を推進する旨を明記する必要があると考え
る。

財源確保に加え、整備箇所の作業
難易度や人材不足といった課題も
あるため、ご意見も併せて対応い
たします。

対応１
（補足修正）

9
熊本は国内外から「森の都」と評価されていることから、それに見合う人員と予算を投
じて対応していただきたいと考える。

本市では、令和5年度から、森を
含む「緑」に関する業務を集約統
合した、森の都推進部を創設して
おり、森の都熊本の復活に向けて
引き続き取り組んでまいります。

対応５
（その他）

10

とりわけ竹林については、中国でパンダの主要な餌として利用されている点を踏まえ、
竹を森林資源としてだけでなく食糧資源としても位置づけた取り組みを検討すべきであ
る。そのためには、大学や産業技術センター等と連携し、竹の成分分析やパンダの唾液
との関連性に関する基礎研究を進めることが求められる。

ご意見につきましては、竹の新た
な活用の可能性や、大学や研究機
関等との連携による取組を検討す
る際の参考とさせていただきま
す。

対応４
（事業参考）

11
人工林には、所有者が判別でき、かつ管理責任を明確にするため、立札を設置する必要
がある。

市内の人工林は広範囲に分布して
おり、すべてに立札を設置するこ
とは現実的に難しいため、森林簿
等により所有者や管理状況の把握
を行っています。

対応３
（説明・理解）

12
一般市民に分かりやすいよう、森林の役割と特性を示した立て看板を設置する。また、
一般市民に対してそれぞれの役割等を周知するため、森林美化活用委員会として定期的
にワークショップ等を実施する。

ご意見につきましては、一般市民
への森林の役割や特性の周知方法
を検討する際の参考とさせていた
だきます。

対応４
（事業参考）

13
1)放置竹林対策について
所有者の負担によって竹の成分分析等を実施し、有効活用を図るものである。

ご意見につきましては、放置竹林
対策における有効活用の在り方を
検討する際の参考とさせていただ
きます。

対応４
（事業参考）

14

2)市有林について
市有林において一般市民向けの森林大学を開設し、森林の役割や効果等を学ぶ機会を提
供する。また、一般市民向けの資格制度を設け、森林への関心と理解を高めることを目
指すものである。

ご意見につきましては、森林への
理解と関心を高める取組を検討す
る際の参考とさせていただきま
す。

対応４
（事業参考）

15
シカやイノシシなどによる被害および対策について、現地に立て看板等を設置して一般
市民へ周知する必要がある。とりわけ、登山やトレッキングの対象となる森林において
は、連絡体制を明示し、登山者に協力を求めることが重要である。

ご意見につきましては、シカやイ
ノシシ等による被害および対策を
検討する際の参考とさせていただ
きます。

対応４
（事業参考）

16

健全な森づくりには環境保護地区も含まれると考えられるが、実際にはがけ地で開発の
見込みがない場所や、管理が行われず放置竹林化している場所が見受けられる。このよ
うな区域に対して指定交付金や協力金を支払う制度は、市民の理解を得られるものでは
なく、早急に見直し、廃止すべきである。

ご意見につきましては、環境保護
地区を含めた森林整備の在り方
や、交付金・協力金制度の運用を
検討する際の参考とさせていただ
きます。

対応４
（事業参考）

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他



計画策定の趣旨と位置づけ

◆策定の趣旨

• 本計画は、熊本市の森づくり施策の基本方針であり、森林
整備の推進と活用を目的に令和３年（2021年）３月に策
定いたしました。本市の森づくり施策に関する取組の具体
的な方向性を示すとともに、森林環境譲与税の活用の方
向性を市民に広く示すものです。

• 策定から5年が経った令和7年度（2025年）には、脱炭素
社会の実現に向けた取組など社会情勢の変化や、この間
の施策の推進状況等を反映させるため、中間見直しを行
いました。また本市の上位計画との整合も図り、熊本市第８
次総合計画（令和６年度（2024年度）から令和１３年度
（2031年度））の個別計画の１つとして位置づけます。

◆計画期間

• 令和2年度（2020年度）から令和１１年度（2029年度）
までとします。

◆推進計画の位置づけ

熊本市健全な森づくり推進計画 概要版
（熊本市森林整備計画）

令和3年（2021年）３月 策定
令和８年（2026年）３月 見直し

1
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熊本市の森づくりの推進方向

推進計画の対象とする森林

本市の地域森林計画区域の民有林 約４，346 ｈａ、これに含まれない土地に侵入して竹林化した放置竹林や市外の本市の水源かん養林及びその他の健
全な森づくりの推進に資する森林を対象とします。

熊本市の森林の状況

里山林の管理・活用が行われなくなり、人々の生活と森林の関係が希薄になり、
管理が行われなくなった結果、天然林の放置化や竹林の侵入等が問題となっ
ています。

熊本市におけるこれまでの森づくりの状況

• 適正な森林管理の推進のため、森林経営管理制度の運用の準備（森林所
有者への意向調査等）や、菊池川流域の大津町や白川・緑川流域の西原
村などにおいて水源かん養林の整備・管理を実施しています。

• 森林環境教育や市民による森づくりのため、森林環境教育などのイベント
の実施や、そのフィールドとなる施設の整備管理、また市民による放置竹林
整備に対する支援などを行っています。

立田山雑草の森森林環境教育小山山整備された竹林

市域の人工林は昭和３０年代～５０年代に植林されたもので、林業の低迷等
により現在はほとんど管理されていません（約８割の人工林は適期に間伐が
行われていない）。

竹は地下茎により旺盛に繁殖拡大するため、間引きなどの管理がされていな
い竹林は、近隣の森林や耕作放棄地に進入し拡大しています。放置竹林につい
ては、国の「里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金」を活用して、活
動団体により整備されつつあります。また、市の単独事業「放置竹林有効利用
推進事業」として、林内に集積された竹材のチップ化を行っています。

◆森林の整備状況

天然林 人工林

竹林
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森林の役割と熊本市が目指す森林の姿

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射
し込み、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し、土壌を
保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害
を防ぐ施設が整備されている森林

蒸発散作用等により気候を緩和するとともに、防風や防
音、樹木の樹冠による塵埃の吸着などの機能を発揮する
ため、樹高が高く、葉量の多い樹木で構成された森林

二酸化炭素の吸収作用を最大限に発揮するた
め、成長がよく、新しい葉を多く生産し、樹高の
高い樹木で構成された森林

林木の生育に適した土壌を有
し、木材として利用する上で良
好な樹木により構成され、成長
量が高い森林で、林道等の基
盤施設が適切に整備されてい
る森林

下層植生とともに樹木の根が
発達することにより、水を蓄える
すき間に富んだ浸透・保水能力
の高い森林土壌を有する森林

史跡、名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴
史的風致を構成している森林であって、必要に応じて文
化活動に適した施設が整備されている森林

多種多様な生物が生育・生息している森林であって、多
様な樹種・樹齢・林齢で構成され、一定の広がりのある
森林

身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理
され、多様な樹種・樹齢等からなり、市民に憩いと学び
の場を提供している森林であって、必要に応じて保健・
教育活動に適した施設が整備されている森林
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熊本市の地域森林計画区域（人工林・天然林区分）

金比羅山・植木台地地区

金峰山地区

立田山地区 託麻三山地区

雁回山地区

金峰山地区（西区）

雁回山（木原山）地区（南区）

立田山地区（北区・中央区）

託麻三山地区（東区）

金比羅山・植木台地地区（北区）

「快適環境形成機能」は全地区に
共通する機能です。

県が指定する山地災害防止のための保安林や警
戒区域、森林の持つレクリエーション等の保健・休
養の場としての機能を保全する保健保安林等があ
ります。木材生産も行われています。

「水源涵養機能」
「山地災害防止機能/土壌保全機能」
「保健・レクリエーション機能」「文化機能」
「生物多様性保全機能」「地球環境保全機能」
「木材等生産機能」の発揮が期待されます

県指定の山地災害防止地区や水源かん養保安林、
保健保安林の指定を受ける箇所があります。市民が
利用できる遊歩道が登山ルートや周遊ルートに整備
されています。

「水源涵養機能」
「山地災害防止機能/土壌保全機能」
「保健・レクリエーション機能」「文化機能」
「生物多様性保全機能」の発揮が期待されます 特定植物群落の位置づけや、市民が利活用しやすい立

地・地勢で豊富な樹種があり、野生生物の生育しやすい
環境です

「保健・レクリエーション機能」「文化機能」「生
物多様性保全機能」の発揮が期待されます

託麻新四国八十八ヶ所巡りによる歴史文化の継承が
行われています

「保健・レクリエーション機能」「文化機能」「生物多様性
保全機能」の発揮が期待されます

金比羅山は熊本市と玉東町にまたがる山で、植木台
地は熊本市北西部に位置する坪井川と井芹川の上流
部の地域です

「水源涵養機能」「山地災害防止機能/土
壌保全機能」の発揮が期待されます

R7.4.1時点
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SDGs（Sustainable Development Goals）は、 2015年の国連サミットにおいて全ての加盟国が
合意した「持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標」です。2030年を達成年限とし、
17の目標から構成されています。地球環境や気候変動など環境問題だけでなく、 経済、 社会の側面
も踏まえ統合的に解決しながら持続可能なよりよい未来を築くことを目標としています。
本ページでは、本市の森づくりがどの目標に貢献するのかを、SDGｓアイコンを用いて示しています。

以下の３つの方向性を柱として、引き続き推進・強化します。

熊本市の森づくりの方向性と推進方策

１ 森林の有する多面的機能の高度発揮

２ 放置竹林対策の取組の拡大

①森林環境教育の場としての市有林の整備・活用

②市民との協働による里山林の保全と活用

③森林環境教育及び木育の推進

◆方向性

➢森林経営管理制度の運用により適切な森林管理を推進
令和２年度（2020年度）から森林経営管理制度に取り組み、市内の私有
人工林を約１５年で一巡する計画です。人工林や市民利用の天然林では、必
要箇所を把握し、遊歩道などの整備を進めます。木材搬出が可能な場所で
は木材生産機能を維持し、適切な手入れにより、水源かん養機能をはじめと
した多様な公益的機能の維持・発揮を図り、二酸化炭素吸収量の維持・拡大
を図ります。

◆推進方策

➢市民が親しむ森林空間（遊歩道等含む）の整備と活用を推進
森林の多面的機能を体感できる場と機会を積極的に提供するとともに、整
備の必要性等を市民に周知するため、市有林を市民が親しむ森林として整
備し有効に活用します。整備にあたっては、林縁部の災害防止や生物多様性
への配慮を行い、各森林の特性に応じた適切な管理を推進します。

➢市民との協働による放置竹林対策と竹林の有効活用を推進
竹林を地域資源として有効に活用するため、民間活力の活用と活動継続の
支援を通じて放置竹林の整備を進めます。また、竹林の地域資源として有効
利用を推進します。

➢市民が親しむ森林空間（遊歩道等含む）の整備と活用を推進（再掲）

➢市民との協働による里山林の保全と活用を推進
こどもから大人まで幅広い世代が森に親しみ、市民自らが森林を活用し、さ
らに管理していくために構築した、「市民との協働の森づくり連絡会議」等の
推進体制を通じて、人材の発掘や育成に努め、持続可能な森づくりを進めて
いきます。

➢森林整備の必要性や木材利用に関する普及啓発の推進
市民参加による取組として、森林体験や木育などを推進します。また、建築
物や身近な製品に木材を利用することが、二酸化炭素を長期に固定し、地球
温暖化防止に貢献することも広く周知していきます。

３ 市民が森に親しむ森林空間の創出と森林に対する市民理解の醸成

①市民との協働による放置竹林対策の継続と取組面積の拡大

②竹林を地域資源として有効利用

①公益的機能を十分に発揮させる森林整備・管理

②木材生産の可能な箇所における間伐等の適正な実施

③市有林を多面的機能発揮のモデル林として整備

既存事業の継続

活動財源の強化

人材育成の推進
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目標値の設定

（1）森林の有する多面的機能の高度発揮

• 約60haを年間の目標面積として設定。令和6年度（2024年度）まで計画を
上回るペースで順調に実施しており、引き続き同目標値にて実施していきます。

（2）放置竹林対策の取組の拡大 （市民協働の取組と里山林の保全）

• 財源の問題もあり令和6年度（2024年度）の目標値50haは達成していま
せん。こうした状況に加え、整備場所の確保の困難さや人材不足といった問
題もあることから、令和7年度（2025年度）から最終年度までの目標値は令
和5年度（2023年度）と同等レベル（33ha）を維持することとしますが、交
付金や森林環境譲与税を活用して積極的に対策を進めます。

（3）市民が森に親しむ森林空間の創出と森林に対する市民理解の醸成

• 市民アンケートの結果を目標値に設定、令和6年度（2024年度）までは木育
や森林環境教育の実施により、「増加」は達成できました。令和7年度（2025
年度）以降の目標は令和5年度（2023年度）と同等レベル（23.0％）を維
持することとします。

森林環境譲与税等の活用

活用の具体例
• 森林経営管理制度の運用
• 市有林等の整備（森林環境教育等のフィールド整備等）
• 森林整備の担い手確保の推進
• 森林環境教育・木育の推進
• 木材の利用の促進
• 白川・緑川・菊池川上流域の地下水水源かん養林の整備に関する取組
• 放置竹林有効利用推進事業
• 災害の未然防止等のための森林整備

◆ 熊本市への森林環境譲与税の譲与額と使途

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

譲与額（千円） 42,432 90,169 90,332 116,412 116,412 133,602 

譲与税事業の

合計（千円） 
36,672 64,069 93,118 129,205 93,080 111,920 

 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 ・・・ R11 

目標値 56 
（基準値） 

ー ー ー 300 ・・・ 600 

実績値 64 ・・・ 182 356 557   

 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 R7～ R11 

目標値 ３７ 
（基準値） 

ー ー ー 50 33 33 

実績値 37.0 45.2 38.0 32.8 24.2   

 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 R7～ R11 

目標値 
17.5 
（基準値） 

ー ー ー 増加 23.0 23.0 

実績値 17.5 18.5 18.6 23.0 19.3   

 

➢ 森林環境税・森林環境譲与税とは

• 森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、我が国の森林を
支える仕組みとして森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

• 森林環境税は、個人住民税均等割と併せて、令和６年度（2024年度）
から国税として１人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。

• 森林環境譲与税は、森林環境税を地方の固有財源として市町村及び都
道府県に対して譲与するため創設されたもので、森林環境税の賦課徴
収に先行して令和元年度（2019年度）から譲与が開始されました。

目標値
森林経営管理制度に基づく森林所有者意向調査の実施面
積（ha、累積）

目標値
放置竹林対策（里山林活性化による多面的機能発揮対策交
付金等）に取り組んだ面積（ha、単年）

目標値 森に親しんだ市民の割合（％）

◆ 本市における森林環境譲与税の活用の考え方

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の趣旨に基づき森林の有する
公益的機能の維持増進に資するよう適正に活用するものとし、本計画の掲げる
「森づくり推進方策」に基づいた取組等に活用していきます。

森林環境譲与税以外にも、グリーンボンド／ブルーボンドやJークレジット
といった、森づくりの取組みに活用できる財源や資金調達の方法について
検討します。

（１）森林環境譲与税

（２）その他の多様な財源の活用
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長期的な課題 推進計画の推進体制

長期的な目線で解決すべき課題について、喫緊の対応
が難しいものの、長期的には必要性が認められることから、
適切なタイミングで計画に反映させるべく、継続して検討
をおこないます。

本計画の着実な推進を図るため、行政と市民、市民団体、事業者、関連機関等との協働により取
組を推進し、PDCAサイクルによる効果的な進行管理を行います。各種方策の実施、進捗管理等に
ついては毎年度実施するとともに、５年毎に計画全体の評価見直し等を行います。

熊本市健全な森づくり推進計画

編集・発行 熊本市都市建設局森の都推進部みどり政策課
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
TEL ： 096-328-２５２３

その他の森林に関すること

シカ被害等の把握（モニタリング等）

所有者不明森林への対応の検討

木材利用に関すること

木材利用のあり方、民間施設
の木質化支援制度

里山林や天然林の活用に関すること

森林ビジネス、木育ビジネス

里山林利用再生の取組

学校林の活用

森づくりの長期ビジョン
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